
○地域公共交通会議（ 道路運送法施行規則第９ 条の３ ）

構成員
・ 市町村長 又は 都道府県知事
・ バス事業者A
・ バス事業者B
・ タ ク シー事業者C
・ バス協会、 タク シー協会
・ 住民又は旅客
・ 地方運輸局長
・ 労働組合
・ 道路管理者、 警察、 学識経験者等

○地域公共交通会議（ 道路運送法施行規則第４ 条の２ ）

構成員（ 変更なし ）
・ 市町村長 又は 都道府県知事
・ バス事業者A
・ バス事業者B
・ タ ク シー事業者C
・ バス協会、 タ ク シー協会
・ 住民又は旅客
・ 地方運輸局長
・ 労働組合
・ 道路管理者、 警察、 学識経験者等

乗合バス運賃等の協議について（ コ ミ ュニティ バス・ デマンド タク シー等）

改正のポイント

①路線新設等の場合、 こ れまでは「 地域公共交通会議」 にお
いて協議を行っていたが、 改正後（ 令和５ 年１ ０ 月１ 日～）
は路線や系統については「 地域公共交通会議」 で、 運賃につ
いては「 （ 運賃等） 協議会」 で、 それぞれで協議を行う 必要
あり 。

②地域公共交通会議と 連続して（ 運賃等） 協議会で協議を行
う 場合、 （ 運賃等） 協議会の構成員と なっていない地域公共
交通会議の構成員は退室又は別室で協議を行う など、 （ 運賃
等） 協議会の構成員以外が（ 運賃等） 協議会の協議に参加し
ないよ う に留意する必要あり 。

③市町村又は都道府県は、 （ 運賃等） 協議会で協議をすると
きは、 あらかじめ公聴会の開催その他の方法によ り 、 利用者
等の意見を反映さ せるために必要な措置を講じる必要あり 。

現行 改正後

○（ 運賃等） 協議会（ 道路運送法第９ 条第４ 項） ※新設

構成員
・ 市町村 又は 都道府県
・ 当該運賃等を定めよ う と するバスorタ ク シー事業者
・ 地方運輸局長
・ 住民意見代表者（ 市町村長又は都道府県知事が指定）

※複数事業者の運賃を協議する場合は、 １ 事業者毎に
協議をする必要あり

※利用者等の意見を反映さ せるために必要な措置
①公聴会の開催
②パブリ ッ ク コ メ ント の募集
③市政広報誌への掲載
④地域住民に対するアンケート 調査
⑤関係する事業者や事業者団体へのヒ アリ ングの実施
→①②③のいずれか、 あるいは④＋⑤を実施する

主な協議事項

運行内容等

運賃
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（ 運賃等） 協議会について

・ 独禁法に抵触しないために、 構成員を限定、 地域公共交通会議と は別の形で開催する必要あり
※地域公共交通会議と 連続して（ 運賃等） 協議会で協議を行う 場合、 （ 運賃等） 協議会の構成員
と なっていない地域公共交通会議の構成員は退室又は別室で協議を行う など、 （ 運賃等） 協議
会の構成員以外が（ 運賃等） 協議会の協議に参加しないよう に留意が必要

※複数事業者の運賃を協議する場合は、 １ 事業者毎に協議をする必要あり

２．開催方法（法第９条第４項）

３．利用者等の意見を反映させるために必要な措置（法第９条第５項）

１．概要（法第９条第４項）

・ 従来「 地域公共交通会議」 にて協議されていた協議運賃について、 今般の法改正の趣旨を踏まえ、
独禁法に抵触しない形で協議を行う ために（ 運賃等） 協議会を新たに設置

・ （ 運賃等） 協議会では、 地域における需要に応じ、 当該地域の住民の生活のための旅客の運送を
確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等（ 改正運送法第９ 条第４ 項） の設定や変更に
ついて協議 ※地域交通法第６ 条に規定する「 協議会（ 法定協議会） 」 と は異なる。

・ 市町村又は都道府県は、 協議をすると きは、 あらかじめ公聴会の開催その他の方法により 、 住民、
利用者、 利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要あり

・ 方法と しては以下が想定される ※（ ） 内は想定する対象者
①公聴会の開催（ 住民・ 利用者・ 利害関係者）
②パブリ ッ ク コメ ント の募集（ 住民・ 利用者・ 利害関係者）
③市政広報誌への掲載（ 住民・ 利用者・ 利害関係者）
④地域住民に対するアンケート 調査（ 住民・ 利用者）
⑤関係する事業者や事業者団体へのヒ アリ ングの実施（ 利害関係者）
→法第９ 条第５ 項を満たす（ 住民、 利用者、 利害関係者の意見を反映させる ） ため、
①②③のいずれかを実施、 あるいは④＋⑤を併せて実施する。


